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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の原油供給ラインより供給される第１の原油を、その全量または一部が接触分解プ
ロセスの原料油となる残渣油留分、及びこの他の留分に分留する主蒸留塔と、
　第２の原油供給ラインより供給され、前記第１の原油よりも前記接触分解プロセスに用
いられる触媒に対する触媒毒を多く含む第２の原油を、前記この他の留分の蒸留温度範囲
に含まれる軽質留分と、残りである重質留分とに分留する副蒸留塔と、
　前記軽質留分を、前記主蒸留塔に供給して処理するための軽質留分供給ラインと、を備
えたことを特徴とする原油処理システム。
【請求項２】
　第１の原油供給ラインより供給される第１の原油を、その全量または一部が接触分解プ
ロセスの原料油となる残渣油留分、及びこの他の留分に分留する主蒸留塔と、
　第２の原油供給ラインより供給され、前記第１の原油よりも前記接触分解プロセスに用
いられる触媒に対する触媒毒を多く含む第２の原油を、当該触媒毒の含有量が予め定めた
設定値以下である軽質留分と、残りである重質留分とに分留する副蒸留塔と、
　前記軽質留分を、前記主蒸留塔に供給して処理するための軽質留分供給ラインと、を備
えたことを特徴とする原油処理システム。
【請求項３】
　前記重質留分を、前記接触分解プロセスの原料油となる減圧軽油留分、及びこの他の減
圧残渣油留分に減圧蒸留する減圧蒸留塔と、前記副蒸留塔から当該減圧蒸留塔に前記重質
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留分を供給して処理するための重質留分供給ラインとを備えたことを特徴とする請求項１
または２に記載の原油処理システム。
【請求項４】
　前記残渣油留分を、前記減圧蒸留塔に供給して処理するための残渣油留分供給ラインを
備えたことを特徴とする請求項３に記載の原油処理システム。
【請求項５】
　前記主蒸留塔から留出した残渣油留分と、前記減圧蒸留塔から留出した減圧軽油留分と
を混合して前記接触分解プロセスの原料油とすること特徴とする請求項３または４に記載
の原油処理システム。
【請求項６】
　前記触媒毒は、ニッケル、バナジウムまたは残留炭素分からなる触媒毒群から選択され
ることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一つに記載の原油処理システム。
【請求項７】
　前記第２の原油は、マヤ原油、オリノコタール、オイルサンド・ビチュメンからなる原
油群から選択される原油を含んでいることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一つ
に記載の原油処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接触分解プロセスの触媒に対する触媒毒を含む原油を処理する技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年の原油の需要増加、高騰、生産量の頭打ちから、重質原油処理のニーズが高まって
いる。一方、重質原油の性状は、１次装置である原油蒸留装置（Crude Distillation Uni
t；ＣＤＵ）にて分留された各種の留分を処理する２次装置に大きな影響を与える。
【０００３】
　例えば重質原油に多く含まれる残留炭素分（コンラドソン法（ＪＩＳ　Ｋ２２７０－１
）にてその量が特定される残留炭素分を以下、ＣＣＲ（Conradson Carbon Residue）とい
う）、バナジウム（Ｖ）やニッケル（Ｎｉ）は、ＣＤＵにて得られた残渣油留分である常
圧残渣油（Atmospheric Residue、以下ＡＲという）を触媒と接触させて分解する重油流
動接触分解装置（Residue Fluid Catalytic Cracking Unit；以下、ＲＦＣＣＵという）
などの接触分解プロセスにおいて、コーク収率やオフガス収率の上昇、触媒活性の低下な
どを引き起こす。
【０００４】
　従来、重質原油から得られたＡＲ中に含まれるＶ、Ｎｉなどの触媒毒は、重油直接脱硫
装置（以下、ＲＤＳＵという）などの前処理装置にて除去されてきたが、主として軽質原
油を処理する製油所などにおいては、ＲＤＳＵを備えていない場合も多い。ところがＲＤ
ＳＵは、石油精製装置のなかでも高額な装置の一つであり、処理原油の重質化のためにＲ
ＤＳＵを建設することは経済性の観点から困難な場合もある。
【０００５】
　ここで特許文献１には、ＣＤＵから留出した常圧残渣油を、酸化剤を添加した超臨界水
や亜臨界水に接触させることにより当該常圧残渣油からバナジウムを遊離させ、鉄や活性
炭などからなる捕捉剤によってこのバナジウムを除去する技術が記載されている。しかし
ながら特許文献１に記載の技術は、超臨界水や亜臨界水を用いることから高温高圧条件を
必要とすると共に、酸化剤や捕捉剤を消費するため、装置コストや運転コストが嵩む一方
、常圧残渣油からニッケルやＣＣＲを除去する技術についてはなんら記載がなく、依然と
して接触分解プロセスに用いられる触媒の活性低下の問題が残されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２７７７７０号公報：請求項１、請求項８、図１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はこのような事情の下になされたものであり、その目的は、ニッケルやバナジウ
ム、残留炭素分を比較的多く含む原油を処理して、後段の接触分解プロセスに原料を供給
する原油処理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る原油処理システムは、第１の原油供給ラインより供給される第１の原油を
、その全量または一部が接触分解プロセスの原料油となる残渣油留分、及びこの他の留分
に分留する主蒸留塔と、
　第２の原油供給ラインより供給され、前記第１の原油よりも前記接触分解プロセスに用
いられる触媒に対する触媒毒を多く含む第２の原油を、前記この他の留分の蒸留温度範囲
に含まれる軽質留分と、残りである重質留分とに分留する副蒸留塔と、
　前記軽質留分を、前記主蒸留塔に供給して処理するための軽質留分供給ラインと、を備
えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、他の発明に係る原油処理システムは、第１の原油供給ラインより供給される第１
の原油を、その全量または一部が接触分解プロセスの原料油となる残渣油留分、及びこの
他の留分に分留する主蒸留塔と、
　第２の原油供給ラインより供給され、前記第１の原油よりも前記接触分解プロセスに用
いられる触媒に対する触媒毒を多く含む第２の原油を、当該触媒毒の含有量が予め定めた
設定値以下である軽質留分と、残りである重質留分とに分留する副蒸留塔と、
　前記軽質留分を、前記主蒸留塔に供給して処理するための軽質留分供給ラインと、を備
えたことを特徴とする。
【００１０】
　さらに前記の各原油処理システムは、以下の特徴を備えていてもよい。
　（ａ）前記重質留分を、前記接触分解プロセスの原料油となる減圧軽油留分、及びこの
他の減圧残渣油留分に減圧蒸留する減圧蒸留塔と、前記副蒸留塔から当該減圧蒸留塔に前
記重質留分を供給して処理するための重質留分供給ラインとを備えたこと。　
　（ｂ）前記残渣油留分を、前記減圧蒸留塔に供給して処理するための残渣油留分供給ラ
インを備えたこと。
　（ｃ）前記主蒸留塔から留出した残渣油留分と、前記減圧蒸留塔から留出した減圧軽油
留分とを混合して前記接触分解プロセスの原料油とすること。
　（ｄ）前記触媒毒は、ニッケル、バナジウムまたは残留炭素分からなる触媒毒群から選
択されること。
　（ｅ）前記第２の原油は、マヤ原油、オリノコタール、オイルサンド・ビチュメンから
なる原油群から選択される原油を含んでいること。
【発明の効果】
【００１１】
　第１の発明によれば、接触分解プロセスに用いられる触媒に対する触媒毒の含有量が多
い第２の原油を処理することが可能な副蒸留塔を備え、接触分解プロセスに供給される残
渣油留分に殆ど混入しない温度範囲の軽質留分を前記第２の原油から抜き出すので、触媒
毒の含有量が少ない第１の原油を処理する主蒸留塔に当該軽質留分を供給しても、主蒸留
塔から留出する残渣油留分に含まれる触媒毒の含有量の上昇を抑えることができる。
【００１２】
　また第２の発明によれば、接触分解プロセスに用いられる触媒に対する触媒毒の含有量
が多い第２の原油を処理することが可能な副蒸留塔を備え、当該第２の原油から触媒毒の
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含有量が少ない軽質留分だけを抜き出すので、触媒毒の含有量が少ない第１の原油を処理
する主蒸留塔に当該軽質留分を供給しても、主蒸留塔から留出する残渣油留分に含まれる
触媒毒の含有量の上昇を抑えることができる。　
　これらの結果、第１の発明、第２の発明のいずれにおいても後段の接触分解プロセスに
影響を与えることなく原油を重質化できるので、当該原油処理システムにて処理可能な原
油選択の幅が広がる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態に係る原油処理システムの構成を示す説明図である。
【図２】重質原油の留出温度に対する触媒毒含有量の変化の一例を示す特性図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、ＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉといった触媒毒を比較的多く含む原油を処理して、例えばＲＦ
ＣＣＵに原料を供給する原油処理システムについて説明する。
　図１は、本実施の形態に係る原油処理システムの構成を示す説明図であり、この原油処
理システムには、例えばＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉの含有量が少ない軽質原油を常圧蒸留する原油
蒸留装置１と、原油蒸留装置１から留出したＡＲを減圧蒸留する減圧蒸留装置３と、ＣＣ
Ｒ、Ｖ、Ｎｉの含有量が比較的多い、重質原油を前処理し、原油蒸留装置１にて処理して
も後段の接触分解プロセスの触媒を劣化させない留分を原油蒸留装置１へ送る一方、触媒
毒の含有量が多い留分を減圧蒸留装置３へ送る重質原油前処理装置２と、を備えている。
以下の本実施の形態において、「触媒毒の含有量」とは、例えば原油やＡＲなどの単位重
量あたりの含有量、即ち、重量基準の濃度を意味するものとする。
【００１５】
　原油蒸留装置１は、例えばＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉの含有量が比較的少ない軽質の原油を常圧
蒸留して、各種の中間製品を得る装置である。原油蒸留装置１に直接供給される当該原油
は、本実施の形態の第１の原油に相当する。
【００１６】
　原油蒸留装置１は、例えばデソルター１２と、プレフラッシュドラム１３と、加熱炉１
４と、常圧蒸留塔１１とを上流側からこの順に接続した構成となっている。デソルター１
２は受け入れた原油中の水分や塩分などを取り除く（脱塩する）役割を果たし、プレフラ
ッシュドラム１３は脱塩後の原油をたとえばナフサ留分などの軽質分と、ナフサ留分より
重い重質分とに分け、軽質分を常圧蒸留塔１１に直接供給する一方、重質分を後段の加熱
炉１４へと供給する役割を果たす。加熱炉１４は、プレフラッシュドラム１３から供給さ
れた重質分を例えば３００℃～３８０℃程度の温度に加熱し、常圧蒸留塔１１へと供給す
る機能を備えている。
【００１７】
　これらの機器１２、１３、１４を接続する配管には、熱交換器群などのヒーターが介設
されており、プレフラッシュドラム１３や加熱炉１４に供給される前の原油や重質分を所
定の温度まで予熱することができるようになっている。デソルター１２、プレフラッシュ
ドラム１３、加熱炉１４及びこれらを接続する配管からなる一連の機器群は、本実施の形
態の第１の原油供給ラインに相当する。
【００１８】
　常圧蒸留塔１１は、プレフラッシュドラム１３より受け入れた軽質分と、加熱炉１４よ
り受け入れた重質分とを常圧蒸留して、ナフサ、灯油、軽質軽油（Light Gas Oil、以下
ＬＧＯという）と、重質軽油（Heavy Gas Oil、以下ＨＧＯという）と、ＡＲとの各留分
及び塔頂ガスに分留する本実施の形態の主蒸留塔であり、例えば公知の棚段式の蒸留塔と
して構成されている。ここで本発明の残渣油留分であるＡＲと対比して、塔頂ガス、ナフ
サ、灯油、ＬＧＯ、ＨＧＯは、本発明の「この他の留分」に相当する。
【００１９】
　常圧蒸留塔１１の塔底には、油中の軽質分を追い出すストリッピングスチームを供給す
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るための配管が接続されている一方、塔頂側には塔頂ガスを冷却して塔頂ガスとナフサと
に分けるレシーバー１５が設けられている。また常圧蒸留塔１１には、各留分の切れをよ
くするためのリフラックラインや、常圧蒸留塔１１から抜き出された灯油、ＬＧＯ、ＨＧ
Ｏ中の軽質分をスチームで追い出すためのサイドストリッパーなどが設けられているが、
便宜上、図示を省略してある。常圧蒸留塔１１から留出し、クーラーにて冷却されたナフ
サ、灯油、ＬＧＯ、ＨＧＯの各留分は、脱硫装置などの後段の処理装置へと送られる。一
方、塔底部から取り出された本実施の形態の残渣油留分であるＡＲの一部は、後段のＲＦ
ＣＣＵに移送され触媒により接触分解される一方、残るＡＲは、ＡＲ移送配管１１１（残
渣油留分供給ライン）を介して後段の減圧蒸留装置３へと送られて減圧蒸留されるように
なっている。
【００２０】
　減圧蒸留装置３は、例えばサージドラム３２と、加熱炉３３と、減圧蒸留塔３１とを上
流側からこの順に接続した構成となっており、サージドラム３２は常圧蒸留塔１１から受
け入れたＡＲなどを一時的に貯留して加熱炉３３へ向けて払い出す役割を果たし、加熱炉
３３は、サージドラム３２から供給された減圧蒸留原料を例えば３８０℃～４２０℃程度
の温度に加熱する役割を果たす。
【００２１】
　減圧蒸留塔３１は、加熱炉３３より受け入れた原料油を例えば１．３３ｋＰａ～１３．
３ｋＰａ（１０ｍｍＨｇ～１００ｍｍＨｇ）程度の減圧雰囲気下で蒸留し、減圧蒸留塔３
１の塔頂部及び中段部から留出した留分を混合して得られる減圧軽油（Vacuum Gas Oil、
以下ＶＧＯという）と、減圧残渣油（Vacuum Residue、以下ＶＲという）とに分留する、
例えば棚段式の蒸留塔として構成されている。
【００２２】
　既述の常圧蒸留塔１１と同様に、減圧蒸留塔３１の塔底には、油中の軽質分を追い出す
ストリッピングスチームを供給するための配管が接続されている。そして、塔底より得ら
れたＶＲは例えば重油基材やコークス、アスファルトの原料となる一方、ＶＧＯは、原油
蒸留装置１側のＡＲと同様に、ＲＦＣＣＵの原料となる点が本原油処理システムの特徴と
なっているが、その詳細については後述する。

【００２３】
　以上に説明した原油処理システムには、例えばＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉの含有量が比較的多い
重質原油を処理して、ＲＦＣＣＵ原料を得るための重質原油前処理装置２が設けられてい
る。以下、重質原油前処理装置２の詳細について説明する。
【００２４】
　マヤ原油、オリノコタール、オイルサンド・ビチュメンなどの超重質原油などと呼ばれ
る重質原油は、例えば図２に概略的に示すように、留出温度が高い重質留分ほど多くの触
媒毒（ＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉ）を含有している。そこで例えば、留出温度がＨＧＯよりも軽質
の留分（ＨＧＯを含む。以下同じ）だけを重質原油より抜き出して常圧蒸留塔１１に供給
すれば、これらの軽質留分は、ＡＲには殆ど混入せずに、ＨＧＯよりも軽質の留分として
常圧蒸留塔１１より留出することになる。この結果、ＡＲ中におけるＲＦＣＣＵの触媒毒
の含有量を殆ど上昇させることなく、重質原油の一部を原油蒸留装置１にて処理すること
が可能となる。本実施の形態に係る重質原油前処理装置２はこのような考え方に基づいて
構成されており、重質原油前処理装置２に供給される重質原油は、本実施の形態の第２の
原油に相当している。
【００２５】
　重質原油前処理装置２は、例えば重質原油中の塩分などを脱塩するデソルター２２と、
脱塩後の重質原油を２００℃～３７０℃程度の温度に加熱する加熱炉２３と、プレフラッ
シャー２１とを上流側からこの順に接続した構成となっている。デソルター２２、加熱炉
２３及びこれらを接続する配管からなる一連の機器群は、本実施の形態の第２の原油供給
ラインに相当する。
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【００２６】
　プレフラッシャー２１は、加熱炉２３より受け入れた重質原油を、例えばＨＧＯよりも
軽質側の軽質留分と、これより重質の重質留分とに分留する蒸留塔である。プレフラッシ
ャー２１は特定の方式のものに限定されず、棚段式の蒸留塔でもよいし、例えばフラッシ
ュ蒸留方式の蒸留塔でもよい。また温度条件、圧力条件も特定の範囲の条件に限定されず
、目的の温度で軽質留分と重質留分とを分留できればよい。プレフラッシャー２１は本実
施の形態の副蒸留塔に相当し、重質原油を本発明の「この他の留分」の蒸留温度範囲に含
まれる軽質留分と、残る重質留分とに分留していることになる。
【００２７】
　プレフラッシャー２から留出した例えばＨＧＯよりも軽質の軽質留分は、軽質留分供給
配管２１１を介して例えば原油蒸留装置１の常圧蒸留塔１１に供給される。ここで、プレ
フラッシャー２における軽質留分-重質留分間の切れの程度によっては重質留分の一部が
軽質留分側へ混入して常圧蒸留塔１１へ供給されることもありうる。そこで、例えば軽質
留分の９０％留出温度が、常圧蒸留塔から留出するＨＧＯの９０％留出温度よりも例えば
１０℃程度低くなるように余裕を持たせ、ＡＲへの触媒毒の混入量を低減してもよい。以
上に説明した軽質留分供給配管２１１及びこの軽質留分供給配管２１１と合流して軽質留
分を常圧蒸留塔１１に供給する配管は、本実施の形態の軽質留分供給ラインに相当する。
【００２８】
　一方で、プレフラッシャー２１にて軽質留分が取り出された後の残りの留分である重質
留分は、例えばＡＲ相当の蒸留性状を持っている。この重質留分は、重質留分供給配管２
１２を介して例えば減圧蒸留装置３のサージドラム３２に供給され、常圧蒸留塔１１側か
ら留出したＡＲと共に減圧蒸留塔３１にて減圧蒸留される。ここでプレフラッシャー２１
側から留出する重質留分は、触媒毒であるＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉを多く含んでいるので、サー
ジドラム３２から減圧蒸留塔３１へ供給されるＡＲとの混合後の減圧蒸留原料についても
常圧蒸留塔１１から留出するＡＲよりも多くの触媒毒を含んでいる。
【００２９】
　一方で、この減圧蒸留原料についても図２に示したように、重質側により多くの触媒毒
を含み、軽質側はその含有量が少ないという特性を示す。そこで減圧蒸留塔３１において
は、例えばＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉの含有量のいずれもが、予め設定した設定値以下となる留出
温度にてＶＧＯとＶＲとを分留し、こうして得られた触媒毒の含有量が少ないＶＧＯを、
例えば常圧蒸留塔１１側から留出したＡＲの一部と混合して、後段のＲＦＣＣＵに供給す
る構成となっている。そして前記触媒毒を多く含むＶＲは、例えば重油基材やコークス、
アスファルトの原料として使用される。重質留分供給配管２１２、サージドラム３２、加
熱炉３３及びこれらを接続する配管は、重質留分供給ラインに相当している。
【００３０】
　ＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉの各設定値は、例えばＡＲとＶＧＯとの混合割合の変化などによって
適宜設定されるが、ＲＦＣＣＵの原料油（本例ではＡＲとＶＧＯとの混合油）中に含まれ
る触媒毒の含有量が、例えば原油蒸留装置１に軽質原油である第１の原油を単独で処理し
たときに得られるＡＲと同程度となるように設定することが好ましい。ここでＲＦＣＣに
される原料油中のＶ、Ｎｉ、ＣＣＲの具体的な量は、ＲＦＣＣの処理能力や触媒によって
大きく変化するので具体的な値を例示することは困難であるが、各々のＲＦＣＣにて設定
されている原料油中のＶ、Ｎｉ含有量やＣＣＲの規格（目標値）を満足するように、例え
ばＶＧＯの９０％留出温度が設定される。
【００３１】
　このように、減圧蒸留塔３１から流出するＶＧＯは、常圧蒸留塔１１側から留出したＡ
Ｒにより希釈されてからＲＦＣＣＵに供給されるので、各触媒毒の設定値は、ＡＲによる
希釈率や当該ＡＲ中の触媒毒の含有量によって変化する。このときＶＧＯ中の触媒毒の含
有量は、計算上、ＶＧＯトータルで設定値以下となっていればＲＦＣＣＵでの処理が可能
となるが、ＶＧＯ-ＶＲ間の切れの程度によってはＶＲ側の留分がＶＧＯ側に混入する場
合もある。そこで本実施の形態に係る減圧蒸留塔３１は、例えばＶＧＯの９０％留出温度
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における留分中の触媒毒の含有量が前記設定値以下となるようにすることにより、例えば
ＶＲの１０％程度がＶＧＯ側に混入してもＲＦＣＣ原料としての各触媒毒の含有量が予め
設定された目標値を超えないようになっている。さらにこのとき、ＶＧＯ側の９０％留出
温度を理論上の温度に対して例えば１０℃程度低くなるように余裕を持たせて設定しても
よい。
【００３２】
　また、本実施の形態に係る原油蒸留装置１、重質原油前処理装置２、減圧蒸留装置３の
各原料供給配管や中間製品の払い出し配管、加熱炉１４、２３、３３の燃料供給配管など
には、流量調整弁などの制御端が設けられており、これらの制御端が互いに協働して原油
処理システム全体を制御するＤＣＳ（Distributed Control System、分散型制御システム
）を構成している。これにより、例えば、軽質留分、重質留分や各中間製品の留出温度範
囲を調節することができるようになっている。
【００３３】
　そして常圧蒸留塔１１から流出するＡＲは、例えば定期的にサンプリングされてその蒸
留性状やＶ、Ｎｉ含有量、ＣＣＲが計測される。そして例えば、ＡＲ中のＶやＮｉの含有
量、ＣＣＲの値が予め定めた設定値以上になったら、例えば重質原油前処理装置２に供給
される重質原油がさらに重質化し、軽質留分によって常圧蒸留塔１１へ持ち込まれるＶや
Ｎｉ、ＣＣＲが増大していることを示している。そこで、この場合には加熱炉２３への燃
料供給量を減らして、プレフラッシャー２１に供給される重質原油の温度を下げて、軽質
留分に含まれるＶ、Ｎｉ、ＣＣＲを低下させることにより、ＲＦＣＣＵに直接供給される
ＡＲ中のこれら被毒成分の量を低減することができる。なお、ＡＲの蒸留性状やＶ、Ｎｉ
含有量、ＣＣＲの分析をオンラインで行い、オンライン分析計の検出値に基づいて、加熱
炉２３の出口の重質原油の温度を調節するフィードバック制御を行ってもよいことは勿論
である。
【００３４】
　以上に説明した構成の重質原油前処理装置２に重質原油が供給されると、重質原油はデ
ソルター２２、加熱炉２３を通って所定の温度まで昇温され、プレフラッシャー２１内に
てＨＧＯよりも軽質で、触媒毒の含有量が少ない軽質留分と、残る重質留分とに分離され
る。そしてプレフラッシャー２１にて分離された軽質留分は、常圧蒸留塔１１にて蒸留さ
れ、ＨＧＯより軽質の各留分として留出するので、重質原油により持ち込まれた触媒毒は
、ＡＲ中には殆ど混入しない。
【００３５】
　ここで実際には、プレフラッシャー２１における軽質留分-重質留分間の切れの程度、
またＨＧＯ-ＡＲ間の切れの程度によっては、重質原油により持ち込まれた触媒毒の若干
量がＡＲ中に混入する場合も考えられる。しかしながら、当該ＡＲの一部は減圧蒸留装置
３にて減圧蒸留され、触媒毒の含有量が少ないＶＧＯとして取り出され、残るＡＲは当該
ＶＧＯと混合されて触媒毒の含有量が目標値以下となるように調節してからＲＦＣＣの原
料油とされるので、従来以上にＲＦＣＣＵの触媒活性を低下させるおそれは少ない。
【００３６】
　またこのとき、常圧蒸留塔１１から留出するＡＲは、その蒸留性状やＶ、Ｎｉ含有量、
ＣＣＲが定期的にモニタリングされている。そして、例えば重質原油の性状変化などの理
由によりＡＲ中のＶ、Ｎｉ含有量、ＣＣＲが設定値を超えたら、重質原油前処理装置２の
加熱炉２３の出口温度を下げ、Ｖ、Ｎｉ含有量が多くＣＣＲが高い、軽質留分中の比較的
留出温度の高い留分を重質留分側に移行させる。これにより、常圧蒸留塔１１に供給され
る軽質留分の中の触媒毒の含有量を低下させ、ＲＦＣＣＵに直接供給されるＡＲ中のこれ
ら触媒毒の含有量を低減することができる。
【００３７】
　一方、プレフラッシャー２１の塔底から留出した重質留分は、減圧蒸留装置３へと供給
されて、原油蒸留装置１からの一部のＡＲと共に減圧蒸留塔３１にて減圧蒸留が行われ、
触媒毒の含有量が少ないＶＧＯと、残るＶＲとに分留してから当該ＶＧＯが残るＡＲと混
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合されてＲＦＣＣＵに供給される。このとき既述のようにＶＧＯの例えば９０％留出温度
は、ＲＦＣＣの原料油中の触媒毒の含有量が目標値以下となるように設定されている。そ
して本例においては、この目標値は例えば原油蒸留装置１にて軽質原油である第１の原油
を単独で処理したときに得られるＡＲと、触媒毒の含有量が同程度となるように設定して
いるので、ＲＦＣＣＵにおける触媒活性の低下の程度を従来と同等程度に抑えることがで
きる。
【００３８】
　本実施の形態に係る原油処理システムによれば以下の効果がある。ＲＦＣＣＵに用いら
れる触媒に対する触媒毒（ＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉ）の含有量が多い重質原油（第２の原油）を
処理することが可能なプレフラッシャー２１を備え、ＡＲには殆ど混入しないＨＧＯより
も軽質の軽質留分だけを前記重質原油から抜き出すので、触媒毒の含有量が少ない軽質原
油（第１の原油）を処理する常圧蒸留塔１１に当該軽質留分を供給しても、常圧蒸留塔１
１から留出する残渣油留分に含まれる触媒毒の含有量の上昇を抑えることができる。この
結果、後段のＲＦＣＣＵに影響を与えることなく原油を重質化できるので、当該原油処理
システムにて処理可能な原油選択の幅が広がる。
【００３９】
　特に、重質原油を２つの留分（軽質留分と重質留分）に分留する重質原油前処理装置２
は、装置構成も比較的単純であり、例えばＲＤＳＵやこれに付随してＦＣＣＲＵ原料中の
ＶやＮｉを除去する脱メタル塔を建設する場合に比べて装置の建設コストを抑制できる。
　また、例えば既存の原油蒸留装置１にて処理原油を重質化する場合においても、本例に
かかる原油処理システムは、原油蒸留装置１の稼動を継続しながら例えば隣接地区に重質
原油前処理装置２や減圧蒸留装置３を建設し、これらが完成してから原油蒸留装置１と接
続することが可能であり、原油蒸留装置１の停止期間を短期間に抑え、機会ロスの低減に
貢献できる。
【００４０】
　ここで上述のプレフラッシャー２１においては、重質原油を、ＨＧＯよりも軽質の留分
からなる軽質留分と、残る重質留分とに分留する場合について説明したが、軽質留分-重
質留分間の分留の方針はこの例に限定されるものではない。例えば図２に示す留出温度-
触媒毒含有量特性において、例えば軽質留分の９０％留出温度における触媒毒の含有量が
予め設定した設定値以下、例えば原油蒸留装置１に軽質原油である第１の原油を単独で処
理したときに得られるＡＲと同程度の含有量以下となる留出温度範囲の留分を軽質留分と
してもよい。
【００４１】
　この場合には、例えば軽質留分中にＨＧＯよりも重質の留分が含まれる場合には、この
留分はＡＲ中に混入することになるが、当該留分中の触媒毒の含有量は軽質原油を単独で
処理した場合のＡＲよりも含有量が少ない分かっているので、ＡＲ中の触媒毒の含有量を
上昇させることはない。本例の場合も軽質留分-重質留分間の切れの程度により軽質留分
中に重質留分の一部が混入することを考慮して、例えば前記設定値における９０％留出温
度よりも１０℃程度低い温度が軽質留分の９０％留出温度となるように余裕を持たせても
よい。
【００４２】
　このほか、原油蒸留装置１側に供給される軽質原油（第１の原油）と、重質原油前処理
装置２側に供給される重質原油（第２の原油）との供給比は、例えば常圧蒸留塔１１やプ
レフラッシャー２１のサイズや運転可能な供給量範囲により適宜設定されるが、常時、双
方のラインから並列に原油を供給する場合に限定されない。例えば一方側の原油供給ライ
ンからの原油供給を停止し、原油の供給が停止された原油供給ラインは原油を循環させた
状態にするなどしておき、他方側からの原油供給のみによる運転を行ってもよい。
【００４３】
　そして、ＲＦＣＣの原料油における触媒毒の含有量の目標値は、ＲＦＣＣＵの原料油性
状制約の範囲内とする場合に限定されるものではない。例えばこれよりも目標値を厳しい
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標値を緩和して（高くして）、その分ＶＧＯの得量、言い替えるとＲＦＣＣＵ原料油の得
量を増やしてもよい。この場合には、例えばＲＦＣＣＵへの触媒投入量を増やすことによ
り、触媒劣化分の活性が補われる。
【００４４】
　さらには、本発明の原油処理システムは、重質留分を処理可能な減圧蒸留塔３１を必ず
しも設けなくてもよい。プレフラッシャー２１より取り出された重質留分をそのまま重油
基材、コークスやアスファルト原料としてもよいし、例えばＲＤＳＵを備える他の製油所
に重質留分を転送して処理してもよい。このとき常圧蒸留塔１１から留出するＡＲは例え
ばその全量がＲＦＣＣＵの原料油となる。
【００４５】
　さらにまた本例では、ＲＦＣＣ触媒の触媒毒として、原油に含まれるＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉ
に着目したが、本発明を適用して処理可能な原油に含まれる触媒毒の種類はこれに限られ
るものではない。例えば図２に示すように、軽質留分中の含有量が少ない特性を持つ触媒
毒であれば、ＡＲに混入しない留分のみを軽質留分として抜き出し、または触媒毒の含有
量が少ない留分のみを軽質留分として抜き出し、常圧蒸留塔１１にて処理するという考え
方、さらに重質留分中の触媒含有量が少ないＶＧＯのみを抜き出してＦＣＣＵ原料とする
考え方を適用することができる。
【００４６】
　これらに加え、本発明を原油処理システムにより原料を供給可能な接触分解プロセスは
ＲＦＣＣに限定されず、例えば常圧蒸留塔１１から留出したＡＲの全量を減圧蒸留塔３１
にて処理し、得られたＶＧＯを間接脱硫装置（ＨＤＳＵ）にて脱硫してから接触分解を行
うＦＣＣプロセスにも適用することができる。この場合にも例えばＨＤＳＵに供給する原
料油中のＣＣＲ、Ｖ、Ｎｉの含有量が予め設定した設定値以下となるように、ＶＧＯの例
えば９０％留出温度を設置し、その結果、ＨＤＳＵの蒸留塔から留出する例えば脱硫減圧
軽油中のこれら触媒毒の含有量が軽質原油を単独で処理した場合と同等以下になるように
すればよい。
【符号の説明】
【００４７】
１　　　　　原油蒸留装置
１１　　　　常圧蒸留塔
２　　　　　重質原油前処理装置
２１　　　　プレフラッシャー
２１１　　　軽質留分供給配管
２１２　　　重質留分供給配管
３　　　　　減圧蒸留装置
３１　　　　減圧蒸留塔
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